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第一章 総則 

（目的） 

第１条 国立研究開発法人物質・材料研究機構（以下「機構」という。）の任期制職員及び無

期労働契約転換職員の給与は、国立研究開発法人物質・材料研究機構任期制職員就業規則

（平成１８年３月２８日 １８規程第４７号。以下「任期制職員就業規則」という。）第３

６条に基づき、本規程の定めるところによる。 

（給与決定の原則） 

第２条 給与は、任期制職員又は無期労働契約転換職員の職務の複雑、困難及び責任の度合、

経験、資格並びにその勤務成績に基づいて理事長が決定する。 

（給与体系） 

第３条 任期制職員及び無期労働契約転換職員の給与は、本給及び諸手当とする。但し、国等

の要請に応じて国家公務員等を退職し、引き続き機構に雇用されることとなった者について

は、国等の給与体系に準じ、人事院規則９－４０第２条第３号ニ及び第６条第１項第２号ニ

並びに第８条第１項第２号に該当するよう理事長が定める。 

２ 本給は、月額又は日額とする。 

３ 諸手当は、通勤手当、時間外勤務手当、法定休日勤務手当、特別貢献手当及び特命業務手

当とする。 

（給与の支給） 

第４条 給与は、法令により控除すべきもの及び職員の過半数を代表する者との協定によるも

のを除き、その全額を通貨で直接、又は任期制職員若しくは無期労働契約転換職員が指定す

る預金又は貯金の口座への振込みにより支払う。 

（給与の計算期間及び支給定日） 

第５条 給与の計算期間及び支給定日は次のとおりとする。 

一 給与の支給定日は、毎月１７日とする。 

二 給与の支給定日が土曜日に当たる場合にはその前日に、日曜日に当たる場合にはその

前々日に支払う。ただし、その日が１５日となる場合で、かつ、休日に当たるときは、１

８日に支払うこととする。 

三 計算期間は毎月１日から末日までとし、翌月の１７日に支払う。 
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四 任期制職員又は無期労働契約転換職員が離職及び死亡したときは、その日まで給与を支

給する。 

五 第４号により給与を支給する場合であって、月の途中での入所、離職のときは、その期

間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。 

（非常時払い） 

第６条 任期制職員又は無期労働契約転換職員が次の各号の一に該当し、かつ、請求があった

場合には、前条に定める支給定日前であっても、その日までの勤務に対する給与を支給する

ことができる。 

一 本人が死亡したとき。 

二 その他、理事長がやむを得ない事由があると認めたとき。 

（給与の端数計算） 

第７条 給与の端数計算は次のとおりとする。 

一 各給与項目の計算上１円未満の端数が生じたときは、これを切捨てて計算する。ただ

し、１時間あたりの算定給与額に１円未満の端数が生じたときは、四捨五入する。 

二 給与の総支給額に１円未満の端数が生じたときは、これを切捨てて計算する。 

（勤務１時間あたりの算定基礎額） 

第８条 勤務１時間あたりの算定基礎額の算出方法は次のとおりとする。 

一 月額制の場合は、月給に１２を乗じ、当該年度の総勤務時間数で除した額とする。 

二 日額制の場合は、日給を１日の勤務時間で除した額とする。ただし、事務業務員及び研

究業務員については時給の額とする。 

（支給者の特例） 

第９条 任期制職員又は無期労働契約転換職員が死亡した場合の給与等は、労働基準法施行規

則（昭和２２年厚生省令第２３号）第４２条又は第４３条に規定する者に支給する。 

 

第二章 給与 

第一節 本給 

（本給） 

第１０条 本給は任期制職員又は無期労働契約転換職員の担当する職務の複雑、困難及び責任

の度合に基づいて決定する。 

２ フルタイム任期制職員及びフルタイム無期労働契約転換職員は月額、フルタイムではない

任期制職員（以下「パートタイム任期制職員」という。）及びフルタイムではない無期労働

契約転換職員（以下「パートタイム無期労働契約転換職員」という。）は日額とし、別表に

基づき支給する。ただし、事務業務員及び研究業務員の日額については、時給に１日の勤務

時間を乗じて得た額とする。 

３ ＮＩＭＳ招聘研究員、ＮＩＭＳ特別研究員、ＮＩＭＳポスドク研究員、ＩＣＹＳ研究員及

びＮＩＭＳ招聘エンジニアの月額には１２時間分の第１２条第１項第２号に規定する時間外

勤務手当が含まれているものとする。さらに、裁量労働制適用者の月額には、第１２条に規

定する時間外勤務手当のうち、同条第１項ただし書きに規定する勤務に対する手当の２０時

間相当分及び同項第８号に規定する代休を取得した場合の法定休日以外の休日における勤務

に対する手当の１６時間３０分相当分並びに第１３条に規定する法定休日勤務手当のうち、

同条第１項第２号に規定する代休を取得した場合の法定休日における勤務に対する手当の１

６時間３０分相当分を含むものとし、これら月額に含まれる手当額は別表２のとおりとす

る。 

４ ＮＩＭＳ招聘研究員、ＮＩＭＳ特別研究員、ＮＩＭＳポスドク研究員、ＩＣＹＳ研究員、

ＮＩＭＳ招聘エンジニア及びＮＩＭＳエンジニア職の内、公務員宿舎等へ入居した場合は本

給から２７，０００円の減額調整を行うこととする。減額調整は、公務員宿舎等への入居日

の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始する。ま

た、減額調整を受けている職員が公務員宿舎等を退去した場合は、退去日の属する月の翌月

より減額調整を行わないこととする。 
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（昇給） 
第１０条の２ 任期制職員及び無期労働契約転換職員の昇給は行わないものとする。 

 

第二節 諸手当 

（通勤手当） 

第１１条 通勤手当は、国立研究開発法人物質・材料研究機構定年制職員給与規程（平成１３

年４月２日 １３規程第９号）第２２条を準用する。ただし、支給単位期間については１箇

月とする。 

２ パートタイム任期制職員又はパートタイム無期労働契約転換職員のうち、雇用契約書で勤

務日数を週５日と定める者については通勤手当を月額で支給する。 

３ パートタイム任期制職員又はパートタイム無期労働契約転換職員のうち、普通交通機関等

利用者については、雇用契約書で定める勤務日数に応じた回数乗車券等により算出した運賃

等の額と１箇月定期券の額を比較して、最も経済的かつ合理的であると認められる券種の運

賃等相当額１箇月分の通勤手当を２１で除した額を１日分として支給する。なお、１箇月定

期券の額が最も経済的かつ合理的であると認められた者については、通勤手当を月額で支給

する。 

４ パートタイム任期制職員又はパートタイム無期労働契約転換職員のうち、前２項に該当し

ない者については、１箇月分の通勤手当を２１で除した額を１日分として支給する。 

（時間外勤務手当） 

第１２条 時間外勤務手当は、任期制職員就業規則第１７条の規定により、所定労働時間外又

は法定休日以外の休日に勤務を命ぜられて勤務した任期制職員又は無期労働契約転換職員に

対し、その勤務１時間につき第８条に規定する勤務１時間あたりの給与額に次に掲げる勤務

の区分に応じた割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、その勤務が

午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合には、それぞれの割合に１００分の２５

を加算した割合とする。 

(1)休日を除く標準勤務時間内の所定労働時間を超える勤務      １００分の１００ 

(2)法定休日を除く標準勤務時間外の所定労働時間を超える勤務の合計が１月（毎月１日を

起算日とする。以下この条において同じ。）につき４５時間以内における勤務 

               １００分の１２５ 

(3)法定休日及び雇用契約書に定める勤務日以外の日を除く休日における勤務（第５号から

第８号のいずれかの勤務に該当する場合を除く）          １００分の１２５ 

(4)雇用契約書に定める勤務以外の日における標準勤務時間内の勤務   １００分の１００ 

(5)法定休日を除く標準勤務時間を超える勤務、法定休日及び雇用契約書に定める勤務日以

外の日を除く休日における勤務の合計が１月につき４５時間を超え６０時間以内における

勤務                               １００分の１２５ 

(6)法定休日を除く標準勤務時間を超える勤務、法定休日及び雇用契約書に定める勤務日以

外の日を除く休日における勤務の合計が１月につき６０時間を超える勤務 

               １００分の１５０ 

(7)法定休日を除く標準勤務時間を超える勤務、法定休日及び雇用契約書に定める勤務日以

外の日を除く休日における勤務の合計が１年（毎年４月１日を起算日とする）につき３６

０時間を超える勤務                        １００分の１２５ 

(8)法定休日及び雇用契約書に定める勤務日以外の日を除く休日のおける勤務に代休を取得

した場合       第５号及び第７号に定める割合から１００分の１００を控除した割合 

２ 前項第５号の規定にかかわらず、労働基準法第３７条第３項に定める労使協定を締結した

場合であって、職員から申し出があった場合には、前項第５号の時間外勤務手当の払いに代

え、前項第２号若しくは第３号の時間外勤務手当を支払うこととし、あわせて代替休暇を付

与する。その他、代替休暇の付与については、労使協定の定めるところによる。 

（法定休日勤務手当） 

第１３条 法定休日勤務手当は、任期制職員就業規則第１７条の規定により、法定休日に勤務
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を命ぜられて勤務した任期制職員又は無期労働契約転換職員に対し、その勤務１時間につき

任期制職員給与規程第８条に規定する勤務１時間あたりの給与額に次に掲げる勤務の区分に

応じた割合を乗じて得た額を法定休日勤務手当として支給する。 

(1) 法定休日における勤務               １００分の１３５ 

(2) 法定休日における勤務に代休を取得した場合     １００分の ３５ 

（特別貢献手当） 

第１３条の２ 特別貢献手当は、機構に顕著な貢献があると理事長が認める任期制職員及び無

期労働契約転換職員に対し、支給する。 

２ 特別貢献手当の支給に関し必要な事項については別に定める。 

（特命業務手当） 

第１３条の３ 特命業務手当は、一定期間理事長の特命により業務を担当する任期制職員及び

無期労働契約転換職員に対し、理事長が認めた場合に限り、その業務を行っている期間、毎

月支給する。 

２ 特命業務手当の支給に関し必要な事項については別に定める。 

 

第三章 欠勤及び休職期間中の取扱 

（欠勤者の給与） 

第１４条 給与計算期間における所定勤務時間の一部又は全部を正当な理由なく、かつ、機構

の承認を得ずに欠勤・遅刻・早退・私用外出その他の事由により勤務しなかったときは、勤

務しない１時間につき、第８条に定める勤務１時間あたりの給与額を減額して支給する。 

２ 勤務しなかった時間の算定は、１ヶ月ごとに合計し、これに３０分未満の端数を生じたと

きは切捨てる。 

３ 前２項の控除計算の対象となる給与項目は、本給とする。 

（育児休業者等及び勤務時間の短縮時の給与） 

第１５条 国立研究開発法人物質・材料研究機構任期制職員育児休業、介護休業等に関する規

程（平成１８年３月３１日 １８規程第９号。以下「任期制職員育児・介護休業規程」とい

う。）第５条の規定により育児休業となった育児休業者又は同規程第１３条の規定により出

生時育児休業となった出生時育児休業者に対する休業期間中の給与は支給しない。ただし、

任期制職員育児・介護休業規程第２０条の規定により就業する場合は、就業した日数・時間

分の給与は支給する。 

２ 任期制職員又は無期労働契約転換職員が任期制職員育児・介護休業規程第３０条の規定に

よる育児のための勤務時間の短縮により勤務しないときは、その勤務しない１時間について

第８条に定める勤務１時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。 

３ 前２項に規定するもののほか、育児休業者等の給与については任期制職員育児・介護休業

規程に定める。 

（介護休業者及び勤務時間の短縮時の給与） 

第１６条 任期制職員育児・介護休業規程第３条第１項第５号に規定する介護休業のうち１日

を単位として行う休業を取得した者に対する介護休業期間中の給与は支給しない。 

２ 任期制職員育児・介護休業規程第３０条の規定により介護のための勤務時間の短縮により

勤務しないときは、その期間の勤務しない１時間について第８条に定める勤務１時間あたり

の給与額を減額して支給する。 

（勤務時間の一部を割いて行う兼業時の給与） 

第１７条 任期制職員が国立研究開発法人物質・材料研究機構兼業等規程（平成１８年３月２

８日 １８規程第１０号）に規定する勤務時間内役員兼業及び勤務時間内一般兼業を行った

場合の給与は、その勤務しない１時間について第８条に定める勤務１時間あたりの給与額を

減額して支給する。 

（配偶者同行休業者の給与） 

第１８条 国立研究開発法人物質・材料研究機構配偶者同行休業規程（令和６年８月２１日 

２０２４規程第４４号）第３条の規定により配偶者同行休業となった配偶者同行休業者に対
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する休業期間中の給与は支給しない。 

（自己啓発等休業者の給与） 

第１９条 国立研究開発法人物質・材料研究機構自己啓発等休業規程（令和６年８月２１日 

２０２４規程第４５号）第４条の規定により自己啓発等休業となった自己啓発等休業者に対

する休業期間中の給与は支給しない。 

 

 

 

 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年７月１８日 １８規程第７９号） 

この規程は、平成１８年８月１日から施行する。 

附 則（平成１８年１０月２日 １８規程第９６号） 

この規程は、平成１８年１０月２日から施行し、平成１８年１０月１日から適用する。 

附 則（平成１９年５月８日 １９規程第２９号） 

この規程は、平成１９年５月８日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成１９年６月４日 １９規程第３７号） 

この規程は、平成１９年６月４日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成１９年７月１７日 １９規程第５１号） 

この規程は、平成１９年７月１７日から施行する。 

附 則（平成１９年１１月５日 １９規程第６５号） 

この規程は、平成１９年１１月５日から施行し、平成１９年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２０年２月１８日 ２０規程第６号） 

この規程は、平成２０年２月１８日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２３日 ２１規程第４６号） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２９日 ２２規程第１９号） 

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月２９日 ２２規程第４５号） 

この規程は、平成２２年６月３０日から施行する。 

附 則（平成２３年５月１６日 ２３規程第７０号） 

この規程は、平成２３年５月１６日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

附 則（平成２４年６月２６日 ２４規程第４１号） 

（施行期日等） 

１．この規程は、平成２４年７月１日から施行する。 

２．この規程の施行の日から平成２６年６月３０日までの間（以下「特例期間」という。）

においては、機構との雇用契約書中に契約期間中の給与の減額があり得る旨の条項が付さ

れている任期制職員のうち、別表に基づき日額を支給している者で、以下（１）から

（４）までの日額に該当する者の日額の支給に当たっては、日額に各割合を乗じて得た額

に相当する額を減じて支給する。また、別表に基づき月額を支給している者は、月額を２

１で除した額を日額とし、以下（１）から（４）までの日額に該当する者の月額の支給に

当たっては、月額に各割合を乗じて得た額に相当する額を減じて支給する。なお、学歴、

経験及び機構の職員との権衡を考慮して日額又は月額を決定している者についても同様と

する。 

（１）日額１２，０００円以上１６，０００円未満  割合  ３％ 

（２）日額１６，０００円以上２５，０００円未満  割合  ５％ 

（３）日額２５，０００円以上４０，０００円未満  割合  ８％ 

（４）日額４０，０００円以上           割合 １０％ 
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３．特例期間における前項の適用を受ける者の本給与規程第８条に規定する勤務１時間当た

りの算定基礎額は、算定基礎額から前項の割合を乗じて得た額に相当する額を減じて得た

額とする。 

４．給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合は、当該額に一円未満の端

数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

附 則（平成２４年６月２９日 ２４規程第４４号） 

この規程は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日 ２５規程第９号） 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年１月２８日 ２６規程第１３号） 

この規程は、平成２６年２月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１４日 ２６規程第２０号） 

１．この規程は、平成２６年３月１４日から施行する。 
２．本給与規程の一部を改正する規程（平成２４年６月２６日 ２４規程第４１号）附則第

２項中「平成２６年６月３０日」とあるのは「平成２６年３月３１日」とする。 

附 則（平成２７年３月２４日 ２７規程第４５号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月２８日 ２８規程第５１号） 

この規程は、平成２８年４月２８日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年９月１３日 ２８規程第１２０号） 

この規程は、平成２８年９月１３日から施行する。 
附 則（平成２９年１２月２６日 ２９規程第６４号） 

この規程は、平成３０年１月１日から施行する。 
附 則（平成３０年２月２７日 ３０規程第１１号） 

この規程は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 
附 則（平成３０年１０月３１日 ３０規程第４４号） 

この規程は、平成３０年１１月１日から施行する。 
附 則（令和元年１１月５日 ２０１９規程第６６号） 

この規程は、令和元年１１月５日から施行する。 
附 則（令和２年１０月２７日 ２０２０規程第５６号） 

この規程は、令和２年１１月１日から施行し、令和２年１０月１日から適用する。 
附 則（令和３年３月１５日 ２０２１規程第１１号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月２６日 ２０２２規程第５３号） 

この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

附 則（令和４年８月２３日 ２０２２規程第４５号） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年２月２８日 ２０２３規程第７８号） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
附 則（令和５年１０月１７日 ２０２３規程第１０８号） 

この規程は、令和５年１０月１７日から施行し、令和５年１０月１日から適用する。 

附 則（令和６年３月２８日 ２０２４規程第１２号） 

この規程は、令和６年４月１日から施行し、令和６年１月１日から適用する。 

附 則（令和６年８月２１日 ２０２４規程第４１号） 

この規程は、令和６年９月１日から施行する。 
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別表１ 月額又は日額 

 

区分 給与 資格等 

（１）ＮＩＭＳ招聘研究

員 

招聘型任期付研究職本給表または月給制研究職本給表を基に、そ

の者の学歴、経験及び機構の職員との権衡を考慮して決定する。 

 

（２）ＮＩＭＳ特別研

究員 

 日額（日給） 月額（月給）  

グループリーダークラスは、月給制研究職本給表を基に、そ

の者の学歴、経験及び機構の職員との権衡を考慮して決定す

る。 

グループリーダーの業務を行

う能力を有すること 

主席研究員Ａ 38,680(23,570) 812,290(495,000) 
研究歴１８年以上 

主席研究員Ｂ 36,800(22,380) 772,850(470,140) 

主幹研究員Ａ 34,700(21,870) 728,860(459,360) 

研究歴１２年以上 主幹研究員Ｂ 33,680(21,200) 707,350(445,280) 

主幹研究員Ｃ 32,490(20,420) 682,300(428,890) 

主任研究員Ａ 29,880(18,710) 627,510(393,030) 

研究歴８年以上 主任研究員Ｂ 28,880(18,060) 606,500(379,280) 

主任研究員Ｃ 27,580(17,210) 579,280(361,460) 

研究員Ａ 23,320(15,860) 489,920(333,190) 

 

研究員Ｂ 22,200(15,050) 466,380(316,250) 

研究員Ｃ 21,240(14,360) 446,210(301,730) 

研究員Ｄ 19,540(13,320) 410,460(279,730) 

研究員Ｅ 17,920(12,130) 376,380(254,870) 

研究員Ｆ 16,420(11,040) 344,860(231,880) 

研究員Ｇ 15,120(10,090) 317,570(211,970) 

（３）ＮＩＭＳ特別専

門職 

事務職本給表を基に、その者の学歴、経験及び機構の職員との権

衡を考慮して決定する。 
 

（４）ＮＩＭＳポスド

ク研究員 

 日額（日給） 月額（月給） 

 

研究員Ａ 23,320(15,860) 489,920(333,190) 

研究員Ｂ 22,200(15,050) 466,380(316,250) 

研究員Ｃ 21,240(14,360) 446,210(301,730) 

研究員Ｄ 19,540(13,320) 410,460(279,730) 

研究員Ｅ 17,920(12,130) 376,380(254,870) 

研究員Ｆ 16,420(11,040) 344,860(231,880) 

研究員Ｇ 15,120(10,090) 317,570(211,970) 

（５）ＩＣＹＳ研究員 

 日額（日給） 月額（月給） 

 

504,000 円以上840,000 円以下の範囲で21,000 円単位の月額及

び以下の区分とする。 

ＩＣＹＳ研究員Ａ ― 545,550(373,230) 

ＩＣＹＳ研究員Ｂ ― 524,310(357,940) 

ＩＣＹＳ研究員Ｃ ― 503,980(343,310) 

（６）ＮＩＭＳ招聘エ

ンジニア 

月給制エンジニア職本給表を基に、その者の学歴、経験及び機構

の職員との権衡を考慮して決定する。 
 

（７）ＮＩＭＳエンジ

ニア職 

 日額 日給  

主席エンジニア１ 36,640 22,280 

エンジニア歴２３年以上 

主席エンジニア２ 36,190 22,000 

主席エンジニア３ 35,750 21,720 

主席エンジニア４ 35,300 21,440 

主席エンジニア５ 34,860 21,160 

主席エンジニア６ 33,580 21,130 

主席エンジニア７ 33,240 20,910 

主幹エンジニア１ 32,880 20,680 

 

 

エンジニア歴１７年以上 

主幹エンジニア２ 32,640 20,520 

主幹エンジニア３ 32,270 20,280 

主幹エンジニア４ 31,910 20,040 

主幹エンジニア５ 31,650 19,870 

主幹エンジニア６ 31,370 19,690 

主幹エンジニア７ 31,090 19,500 

主幹エンジニア８ 30,780 19,300 

主幹エンジニア９ 30,450 19,090 

主幹エンジニア１０ 30,190 18,920 

主幹エンジニア１１ 29,880 18,710 

主幹エンジニア１２ 29,500 18,460 

主幹エンジニア１３ 29,120 18,210  

主任エンジニア１ 28,730 17,960 

エンジニア歴１３年以上 

主任エンジニア２ 28,420 17,760 

主任エンジニア３ 28,100 17,550 

主任エンジニア４ 27,760 17,320 

主任エンジニア５ 27,370 17,070 

主任エンジニア６ 27,080 16,880 

主任エンジニア７ 26,790 16,690 

主任エンジニア８ 26,460 16,480 

主任エンジニア９ 26,150 16,270 

主任エンジニア１０ 25,500 16,260 
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主任エンジニア１１ 25,200 16,060 

主任エンジニア１２ 24,880 15,840 

主任エンジニア１３ 24,540 15,610 

主任エンジニア１４ 24,210 15,390 

主任エンジニア１５ 23,890 15,170  

エンジニア１ 23,620 15,000 

 

エンジニア２ 23,350 14,810 

エンジニア３ 22,970 14,560 

エンジニア４ 22,580 14,300 

エンジニア５ 22,190 14,040 

エンジニア６ 21,810 13,780 

エンジニア７ 21,510 13,580 

エンジニア８ 21,140 13,330 

エンジニア９ 20,760 13,070 

エンジニア１０ 20,410 12,840 

エンジニア１１ 20,040 12,590 

エンジニア１２ 19,620 12,310 

エンジニア１３ 19,200 12,030 

エンジニア１４ 18,990 11,890 

エンジニア１５ 18,580 11,610 

エンジニア１６ 18,170 11,340 

エンジニア１７ 17,740 11,050 

エンジニア１８ 17,360 10,790 

エンジニア１９ 17,010 10,550 

エンジニア２０ 16,670 10,330 

エンジニア２１ 16,330 10,100 

エンジニア２２ 16,000 9,880 

エンジニア２３ 15,660 9,650 

エンジニア２４ 15,140 9,410 

エンジニア２５ 14,790 9,180 

グループリーダークラス及び特殊な技能等を有し、上記ランクに

あてはまらない者については、エンジニア職本給表を基に、その

者の学歴、経験及び機構の職員との権衡を考慮して決定する。 

（7）ＮＩＭＳエンジニ

ア職 

 月額 月給 

エンジニア歴２３年以上 

主席エンジニアＡ 769,460 468,000 

主席エンジニアＢ 760,050 462,070 

主席エンジニアＣ 750,810 456,240 

主席エンジニアＤ 741,410 450,320 

主席エンジニアＥ 732,170 444,490 

主席エンジニアＦ 705,190 443,870 

主席エンジニアＧ 698,200 439,290 

主幹エンジニアＡ 690,570 434,300 

エンジニア歴１７年以上 

主幹エンジニアＢ 682,950 429,310 

主幹エンジニアＣ 675,320 424,320 

主幹エンジニアＤ 667,530 419,220 

主幹エンジニアＥ 658,950 413,600 

主幹エンジニアＦ 652,920 409,650 

主幹エンジニアＧ 646,560 405,490 

主幹エンジニアＨ 637,030 399,250 

主幹エンジニアＩ 630,990 395,300 

主幹エンジニアＪ 623,680 390,520 

主幹エンジニアＫ 615,730 385,320 

主幹エンジニアＬ 609,530 381,260 

主任エンジニアＡ 603,340 377,200 

エンジニア歴１３年以上 

主任エンジニアＢ 596,980 373,040 

主任エンジニアＣ 590,150 368,570 

主任エンジニアＤ 583,000 363,890 

主任エンジニアＥ 574,890 358,590 

主任エンジニアＦ 568,700 354,530 

主任エンジニアＧ 562,660 350,580 

主任エンジニアＨ 555,820 346,110 

主任エンジニアＩ 549,150 341,740 

主任エンジニアＪ 535,670 341,530 

主任エンジニアＫ 529,320 337,270 

主任エンジニアＬ 522,500 332,690 

主任エンジニアＭ 515,530 328,010 

主任エンジニアＮ 508,560 323,330 

主任エンジニアＯ 501,750 318,760 

エンジニアＡ 496,170 315,010 

 

エンジニアＢ 490,440 311,160 

エンジニアＣ 484,560 307,210 

エンジニアＤ 478,360 303,050 

エンジニアＥ 472,320 299,000 
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エンジニアＦ 466,120 294,840 

エンジニアＧ 458,070 289,430 

エンジニアＨ 451,870 285,270 

エンジニアＩ 444,130 280,070 

エンジニアＪ 436,070 274,660 

エンジニアＫ 428,640 269,670 

エンジニアＬ 420,890 264,470 

エンジニアＭ 412,060 258,540 

エンジニアＮ 403,390 252,720 

エンジニアＯ 398,900 249,700 

エンジニアＰ 390,220 243,880 

エンジニアＱ 381,700 238,160 

エンジニアＲ 372,720 232,120 

エンジニアＳ 364,670 226,720 

エンジニアＴ 357,230 221,720 

エンジニアＵ 350,110 216,940 

エンジニアＶ 342,980 212,160 

エンジニアＷ 336,170 207,580 

エンジニアＸ 329,040 202,800 

エンジニアＹ 317,940 197,800 

エンジニアＺ 310,600 192,810 

グループリーダークラス及び特殊な技能等を有し、上記ランクに

あてはまらない者については、エンジニア職本給表を基に、その

者の学歴、経験及び機構の職員との権衡を考慮して決定する。 

（８）事務業務員 

 時給 

 

特定業務１ 1,440 

特定業務２ 1,410 

特定業務３ 1,380 

特定業務４ 1,340 

特定業務５ 1,300 

特定業務６ 1,270 

特定業務７ 1,240 

特定業務８ 1,210 

特定業務９ 1,180 

事務業務員１ 1,150 

事務業務員２ 1,120 

事務業務員３ 1,080 

事務業務員４ 1,050 

上記ランクにあてはまらない者については、事務職本給表を基

に、その者の学歴、経験及び機構職員との権衡を考慮して決定す

る。 

（８）事務業務員 

 月額 月給  

特定業務Ａ 305,660 222,976  

特定業務Ｂ 302,520 220,688  

特定業務Ｃ 299,390 218,400  

特定業務Ｄ 295,820 215,800  

特定業務Ｅ 292,400 213,304  

特定業務Ｆ 288,840 210,704  

特定業務Ｇ 285,130 208,000  

特定業務Ｈ 281,560 205,400  

特定業務Ｉ 277,860 202,696  

特定業務Ｊ 274,010 199,888  

特定業務Ｋ 270,300 197,184  

特定業務Ｌ 266,310 194,272  

特定業務Ｍ 262,030 191,152  

特定業務Ｎ 257,190 187,616  

特定業務Ｏ 252,050 183,872  

事務業務員Ａ 247,490 180,544  

事務業務員Ｂ 242,640 177,008  

事務業務員Ｃ 238,790 174,200  

事務業務員Ｄ 235,090 171,496  

事務業務員Ｅ 231,380 168,792  

事務業務員Ｆ 227,670 166,088  

事務業務員Ｇ 223,540 163,072  

事務業務員Ｈ 219,260 159,952  

事務業務員Ｉ 215,270 157,040  

上記ランクにあてはまらない者については、事務職本給表を基

に、その者の学歴、経験及び機構職員との権衡を考慮して決定す

る。 

 

 

（９）研究業務員 

 時給  

特定業務１ 1,480  

特定業務２ 1,440  

特定業務３ 1,400  
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特定業務４ 1,370  

特定業務５ 1,340  

特定業務６ 1,310  

特定業務７ 1,280  

特定業務８ 1,260  

特定業務９ 1,230  

特定業務１０ 1,200  

特定業務１１ 1,160  

特定業務１２ 1,140  

研究業務員１ 1,110  

研究業務員２ 1,080  

研究業務員３ 1,040  

研究業務員４ 1,000  

（９）研究業務員 

 月額 月給 

 

特定業務Ａ 354,700 238,160  

特定業務Ｂ 350,210 235,144  

特定業務Ｃ 345,720 232,128  

特定業務Ｄ 341,230 229,112  

特定業務Ｅ 337,670 226,720  

特定業務Ｆ 333,950 224,224  

特定業務Ｇ 330,230 221,728  

特定業務Ｈ 326,510 219,232  

特定業務Ｉ 323,110 216,944  

特定業務Ｊ 319,540 214,552  

特定業務Ｋ 315,980 212,160  

特定業務Ｌ 312,420 209,768  

特定業務Ｍ 309,170 207,584  

特定業務Ｎ 305,600 205,192  

特定業務Ｏ 302,040 202,800  

特定業務Ｐ 298,480 200,408  

特定業務Ｑ 294,600 197,808  

特定業務Ｒ 290,890 195,312  

特定業務Ｓ 287,170 192,816  

特定業務Ｔ 283,450 190,320  

特定業務Ｕ 281,850 205,608  

特定業務Ｖ 276,720 201,864  

特定業務Ｗ 271,300 197,912  

特定業務Ｘ 266,170 194,168  

特定業務Ｙ 261,030 190,424  

特定業務Ｚ 255,190 186,160  

研究業務員Ａ 249,200 181,792  

研究業務員Ｂ 242,930 177,216  

研究業務員Ｃ 236,370 172,432  

研究業務員Ｄ 230,240 167,960  

研究業務員Ｅ 224,250 163,592  

研究業務員Ｆ 218,980 159,744  

研究業務員Ｇ 213,560 155,792  

研究業務員Ｈ 209,140 152,568  

研究業務員Ｉ 204,580 149,240  

研究業務員Ｊ 201,160 146,744  

研究業務員Ｋ 197,450 144,040  

研究業務員Ｌ 194,310 141,752  

研究業務員Ｍ 191,180 139,464  

（１０）嘱託職員 

日額 

 12,460 

職責及び業務内容により、加算もある。 

（１１）ＮＩＭＳジュ

ニア研究員 

 日額（日給） 月額（日給）  

博士課程在籍Ａ 14,640(13,360) － 

 

博士課程在籍Ｂ 8,310（7,020） － 

修士課程在籍Ａ 11,880(10,600) － 

修士課程在籍Ｂ 8,310（7,020） － 

上記ランクにあてはまらない者については、個別の事情等を考慮

して決定する。 
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別表２ 月額に含まれる手当額 

 

区分 

給与 

 月額（月給） 

月額に含まれる手当額 

１２時間分

の第１２条

第１項第２

号に規定す

る時間外勤

務手当 

第１２条第

１項ただし

書きに規定

する勤務に

対する手当

の２０時間

相当分 

第１２条第

１項第８号

に規定する

代休を取得

した場合の

法定休日以

外の休日に

おける勤務

に対する手

当の１６時

間３０分相

当分 

第１３条第

１項第２号

に規定する

代休を取得

した場合の

法定休日に

おける勤務

に対する手

当の１６時

間３０分相

当分 

（１）ＮＩＭＳ招聘研究員 招聘型任期付研究職本給表または月給制研究職本給表を基に、その者の学歴、経験及び機構の職

員との権衡を考慮して決定する。 

（２）ＮＩＭＳ特別研究員 

グループリーダークラスは、月給制研究職本給表を基に、その者の学歴、経験及び機構の

職員との権衡を考慮して決定する。 

主席研究員Ａ 812,290(495,000) 47,508 15,840 13,464 18,836 

主席研究員Ｂ 772,850(470,140) 45,120 15,040 12,784 17,901 

主幹研究員Ａ 728,860(459,360) 44,088 14,700 12,495 17,493 

主幹研究員Ｂ 707,350(445,280) 42,732 14,240 12,104 16,949 

主幹研究員Ｃ 682,300(428,890) 41,160 13,720 11,662 16,320 

主任研究員Ａ 627,510(393,030) 37,728 12,580 10,693 14,960 

主任研究員Ｂ 606,500(379,280) 36,408 12,140 10,319 14,433 

主任研究員Ｃ 579,280(361,460) 34,692 11,560 9,826 13,770 

研究員Ａ 489,920(333,190) 31,980 10,660 9,061 12,682 

研究員Ｂ 466,380(316,250) 30,348 10,120 8,602 12,036 

研究員Ｃ 446,210(301,730) 28,968 9,660 8,211 11,492 

研究員Ｄ 410,460(279,730) 26,856 8,960 7,616 10,659 

研究員Ｅ 376,380(254,870) 24,468 8,160 6,936 9,707 

研究員Ｆ 344,860(231,880) 22,260 7,420 6,307 8,823 

研究員Ｇ 317,570(211,970) 20,340 6,780 5,763 8,075 

（４）ＮＩＭＳポスドク研

究員 

研究員Ａ 489,920(333,190) 31,980 10,660 9,061 12,682 

研究員Ｂ 466,380(316,250) 30,348 10,120 8,602 12,036 

研究員Ｃ 446,210(301,730) 28,968 9,660 8,211 11,492 

研究員Ｄ 410,460(279,730) 26,856 8,960 7,616 10,659 

研究員Ｅ 376,380(254,870) 24,468 8,160 6,936 9,707 

研究員Ｆ 344,860(231,880) 22,260 7,420 6,307 8,823 

研究員Ｇ 317,570(211,970) 20,340 6,780 5,763 8,075 

（５）ＩＣＹＳ研究員 

504,000 円以上840,000 円以下の範囲で21,000 円単位の月額及び以下の区分とする。 

ＩＣＹＳ 

研究員Ａ 
545,550(373,230) 35,820 11,940 10,149 14,212 

ＩＣＹＳ 

研究員Ｂ 
524,310(357,940) 34,356 11,460 9,741 13,634 

ＩＣＹＳ 

研究員Ｃ 
503,980(343,310) 32,952 10,980 9,333 13,073 

（６）ＮＩＭＳ招聘エンジ

ニア 

月給制エンジニア職本給表を基に、その者の学歴、経験及び機構の職員との権衡を考慮し

て決定する。 


